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敷地内に一定割合以上の空地を有する建築物について、公開空地を設けるなど、
市街地の環境の整備改善に資すると認められる場合に、容積率制限や道路斜線
制限などの高さ制限を緩和する。

◇制度のイメージ
許可の実績：３，３２８件（平成２５年３月末現在）

総合設計制度
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工場跡地等相当規模の低未利用地区等において、土地利用の転換を円滑に推進し
良好なプロジェクトを誘導するため、地区内の公共施設の整備と併せて、容積率制
限、用途制限の緩和等を行う。 （235地区（H25年3月末現在） ）

再開発等促進区

【前】 工業専用地域・200％
（原則、住宅、商業施設等は不可）

工場

土地の有効・高度利用を
図るため必要な公共施設
（道路、公園、屋上緑化空地等）

【後】（工業専用地域・200%のままで）

・住宅・商業施設も建築可能
・容積率の割増も可能
（例：200％→500％）
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◇制度のイメージ
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土地が細分化され公共施設整備が不十分な地区等において、建築物の敷地等の統合の促
進、小規模建築物の建築の抑制、敷地内の有効な空地の確保により土地の高度利用と都市
機能の更新を図るため、建築面積の最低限度等を定めるとともに、建ぺい率の低減の程度等
に応じて容積率制限の緩和等を行う。（ 1,055地区（H25年3月末現在） ）

イメージ図

○以下の項目の程度に応じた

容積率の割増 等

・歩道状空地の確保

・広場等の確保

・屋上緑化による有効な空地の確保

等

高度利用地区無し

高度利用地区

◇制度のイメージ
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都市再生に貢献し土地の高度利用を図るため、都市再生緊急整備地域内において、既

存の用途地域等に基づく規制にとらわれず自由度の高い計画を定めることにより、容積

率制限の緩和等を行う。 （73地区（平成27年6月末現在））

１．対象

都市再生緊急整備地域内で、都市の再生に貢献し、土地の合理的

かつ健全な高度利用を図る必要がある区域

２．決定方法

都道府県及び政令指定都市が都市計画の手続を経て決定

（提案制度により都市開発事業者による提案が可能）

３．計画事項

以下の事項を従前の用途地域等に基づく規制にとらわれずに定める

ことができる。

○誘導すべき用途（用途規制の特例が必要な場合のみ）

○容積率の最高限度（４００％以上）及び最低限度

○建ぺい率の最高限度 ○建築面積の最低限度

○高さの最高限度 ○壁面の位置の制限

これにより、用途地域等における以下の規制を適用除外。

・用途地域及び特別用途地区による用途制限

・用途地域による容積率制限 ・斜線制限

・高度地区による高さ制限 ・日影規制

◇ 事例

◇制度概要

都市再生特別地区

◇制度のイメージ
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保育所の整備における総合設計制度の活用事例

■Aマンションの事例

◯保育所の床面積（約７００㎡）について、
容積率を緩和した。（割増分の容積率のう
ち、約５％に相当）

■Bマンションの事例

◯保育所の床面積（約５００㎡）について、
容積率を緩和した。（割増分の容積率
のうち、約４％に相当）

・容積率：298％
（基準容積率200％、割増し98％）

・用途：共同住宅、保育園、駐車場
・敷地面積：約13,000㎡
・延床面積：約40,000㎡
・割増面積：約13,000㎡

・容積率：583％
（基準容積率373％、割増し210％）

・用途：共同住宅、保育園
・敷地面積：約6,600㎡
・延床面積：約38,000㎡
・割増面積：約14,000㎡

京橋二丁目１６地区（東京都中央区）

区域面積 ：約０．７ha 建物用途：事務所、認定こ
ども園等

容 積 率 ： 約７５０％ → １２３０％に緩和

都市再生の取組： 地下鉄駅出入り口の整備、認定
こども園の整備、等

◇都市再生特別地区の事例

◇総合設計制度の事例
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